
【表紙】

【提出書類】 訂正報告書

【根拠条文】 法第27条の25第3項

【提出先】 関東財務局長

【氏名又は名称】 日比谷中田法律事務所　弁護士　春山　莉沙

【住所又は本店所在地】 東京都千代田内幸町2-2-2　富国生命ビル22階

【報告義務発生日】 該当事項なし

【提出日】 2023年10月17日

【提出者及び共同保有者の総数（名）】 該当事項なし

【提出形態】 該当事項なし

【変更報告書提出事由】 該当事項なし
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【発行者に関する事項】

発行者の名称 ステラケミファ株式会社

証券コード 4109

上場・店頭の別 上場

上場金融商品取引所 東証プライム

【提出者に関する事項】
１【提出者（大量保有者）／１】

個人・法人の別 法人

氏名又は名称
ニッポン・アクティブ・バリュー・ファンド（NIPPON ACTIVE VALUE FUND

PLC）

住所又は本店所在地
イギリス連合王国ロンドン市ロンドンウォール125番地6階

（6th Floor, 125 London Wall, London, England)

事務上の連絡先及び担当者名 日比谷中田法律事務所　弁護士　春山　莉沙

電話番号 03-5532-0006

２【提出者（大量保有者）／２】

個人・法人の別 法人

氏名又は名称 ダルトン・インベストメンツ・エルエルシー（Dalton Investments LLC）

住所又は本店所在地

米国カリフォルニア州90404、サンタモニカ市、クロバーフィールド・ブル

ヴァード1601、スイート5050Ｎ

（1601 Cloverfield Blvd., Suite 5050N, Santa Monica, CA 90404 USA）

事務上の連絡先及び担当者名 日比谷中田法律事務所　弁護士　春山　莉沙

電話番号 03-5532-0006

３【提出者（大量保有者）／３】

個人・法人の別 法人

氏名又は名称 エヌエーブイエフ・セレクト・エルエルシー（NAVF Select LLC）

住所又は本店所在地

アメリカ合衆国デラウェア州ニューキャッスル・カウンティ、ウィルミント
ン、リトルフォールドライブ251（251 Little Falls Drive, Wilmington,

New Castle County, Delaware USA）

事務上の連絡先及び担当者名 日比谷中田法律事務所　弁護士　春山　莉沙

電話番号 03-5532-0006

【訂正事項】

訂正される報告書名 変更報告書No.16

訂正される報告書の報告義務発生日 2023年10月1日

訂正箇所
2023年10月6日に提出した変更報告書No.16のうち、提出者3の保有目的に不備
がありましたので、以下のとおり訂正いたします。

（訂正前）
第２【提出者に関する事項】
３【提出者（大量保有者）／３】

（２）【保有目的】

投資及び経営陣に対する経営の助言並びに状況に応じて重要提案行為等を行うこと。特に、マイケル・ワン・サウザンド・ナ
イン・ハンドレッド・トゥエンティ・ファイブ・エルエルシーは、発行会社の財務的健全性及び市場での地位が株価に反映さ
れていないと考えており、全ての株主のために株式価値を高めるための方法を話し合うことを目的とし、発行会社の経営陣に
対して対話を要求する場合がある。
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（訂正後）
第２【提出者に関する事項】
３【提出者（大量保有者）／３】

（２）【保有目的】

投資及び経営陣に対する経営の助言並びに状況に応じて重要提案行為等を行うこと。特に、エヌエーブイエフ・セレクト・エ
ルエルシーは、発行会社の財務的健全性及び市場での地位が株価に反映されていないと考えており、全ての株主のために株式
価値を高めるための方法を話し合うことを目的とし、発行会社の経営陣に対して対話を要求する場合がある。
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